
 

 

富里市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について（概要） 

 

１ 改正理由 

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）の改正に伴い、国民健康保

険税の課税限度額の引上げについて所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正内容 

  国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を「２２万

円」から「２４万円」に改めます。 

 
課税限度額 

改正後 改正前 

基 礎 課 税 額 ６５万円 ６５万円 

後期高齢者支援金等課税額 ２４万円 ２２万円 

介 護 納 付 金 課 税 額 １７万円 １７万円 

合     計 １０６万円 １０４万円 

※基礎課税額及び介護納付金課税額は、改正を行いません。 

 

（１） 課税限度額対象世帯数 

国保世帯数 ８，２９４世帯（令和６年１２月３１日現在） 

 改正後 改正前 増減 

基 礎 課 税 額 分 １２６世帯 １２６世帯 ０世帯 

後期高齢者支援金等課税額分   ６７世帯   ７４世帯 ▲７世帯 

介 護 納 付 金 課 税 額 分 ４０世帯 ４０世帯 ０世帯 

 

（２） 改正による国民健康保険税（調定額）の増加見込額 

 増加見込額 

基 礎 課 税 額 分         ０円 

後期高齢者支援金等課税額分  １，４０７，０００円 

介 護 納 付 金 課 税 額 分         ０円 

合    計 １，４０７，０００円 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

資料１ 


